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請求書の押印省略に関するＱ＆Ａ 

 

№ 質問 回答 

１ 請求書に押印を省略できる

のはいつからか？ 

令和６年４月 1 日以降に発行する令和６年度以降の予算に関す

るものが対象になります。 

２ 請求書に添付する書類につ

いても押印を省略できるの

か？ 

契約書・請書・見積書・請求に係る委任状は、引き続き押印が

必要です。 

３ 請求書に押印すると無効に

なるのか？ 

今回の取扱いは、押印を省略できるようにするもので、従来ど

おり、請求書に押印することも可能です。 

押印する場合は、従前どおり契約書などの契約を証明する書類

と同一印をご使用ください。 

４ 請求書の押印を省略した場

合、電子メールでの提出も

可能か？ 

可能です。電子メールにより提出する場合、請求書等は PDF 形

式の添付ファイルにしていただき、市担当部署のメールアドレ

スに送信し、送信後は担当部署に受信確認の連絡をしてくださ

い。 

５ 従来どおり、請求書に押印

し、郵送や持参してもよい

か？ 

押印した請求書等の取扱いに変更はありませんので、従来どお

り、原本を提出してください。 

６ 請求書の押印を省略する場

合の記載方法は？ 

事業者(法人・団体)の場合、債権者（請求者）欄に、「本件責任

者及び担当者の氏名、連絡先」を記載することにより押印を省

略することができます。 

【記載例】 

※押印を省略する場合は、必ず記載してください。 

※代表者の職名・氏名の記載を省略することはできません。 

※提出された書類の内容を確認するために、必要に応じ、記載

された方に連絡することがあります。 

７ 本件責任者や本件担当者名

の記載は、苗字のみでもよ

いか？ 

必ず、氏名(フルネーム)を記載してください。また、役職があ

る場合は、職名を記載してください。 

８ 「本件責任者」とはどうい

った者か？ 

代表取締役または支店長や営業所長等といった社内において

権限の委任を受けた役職員の方をいいます。 

９ 「本件担当者」とはどうい

った者か？ 

本請求に関する事務を担当する方をいいます。 

10 責任者と担当者が同一の場

合の記載方法は？ 

責任者の氏名、連絡先のみの記載で可とします。 

本件責任者 金色支店長 二本松 太郎 電話 0243-23-1111 

本件担当者 経理担当  二本松 花子 電話 0243-55-5141 
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11 法人・団体の代表者と責任

者・担当者が全て同一の場

合の記載方法は？ 

責任者の氏名、連絡先のみの記載で可とします。 

12 個人事業者の方の記載方法

は？ 

連絡先のみの記載で可とします。 

13 法人の代表者の職名・氏名

等も省略することは可能

か？ 

今回の取扱いは、押印を省略できるようにするもので、法人の

代表者の職名・氏名の記載を省略することはできません。 

14 記名のみとした請求書等を

修正する場合は？ 

記名のみとした請求書等については、お手数ですが再度作成を

お願いします。なお、押印した請求書等の修正については、従

前のとおり訂正印で修正できます。（ただし、請求金額の修正は

できません。） 

 


